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宮崎県人事委員会委員長 村 社 秀 継

宮崎県人事委員会規則第１号

職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則

職員の退職手当に関する条例施行規則（昭和28年宮崎県人事委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

第１条の４ 退職した者の基礎在職期間の初日の属する月からその

者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月のうちに地方公務

員法第26条の３第１項に規定する高齢者部分休業をした期間のあ

る月（以下「高齢者部分休業月」という。）がある場合において

は、次の各号に掲げる高齢者部分休業月の区分に応じて当該各号

に定める高齢者部分休業月は、条例第６条の４第１項に規定する

人事委員会規則で定める休職月等に含まれるものとみなす。

（１） 退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休

業月がある高齢者部分休業月 職員の区分が同一の高齢者部分

休業月ごとにそれぞれその最初の高齢者部分休業月から順次に

数えてその月数の２分の１に相当する数（当該相当する数に１

未満の端数があるときは、これを切り上げた数）になるまでに

ある高齢者部分休業月

（２） 退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休

業月がない高齢者部分休業月 当該高齢者部分休業月

（基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い）

第１条の５ 退職した者の基礎在職期間に条例第５条の２第２項第

２号から第19号までに掲げる期間（以下「特定基礎在職期間」と

いう。）が含まれる場合における条例第６条の４第１項及び次条

の規定の適用については、その者は、人事委員会の定めるところ

により、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に

定める職員として在職していたものとみなす。

（１）・（２） ［略］

第１条の６ ［略］

（調整月額に順位を付す方法等）

第１条の７ 前条（第１条の５の規定により同条各号に定める職員

として在職していたものとみなされる場合を含む。）後段の規定

により退職した者が同一の月において２以上の職員の区分に属し

（基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い）

第１条の４ 退職した者の基礎在職期間に条例第５条の２第２項第

２号から第19号までに掲げる期間（以下「特定基礎在職期間」と

いう。）が含まれる場合における条例第６条の４第１項並びに前

条及び次条の規定の適用については、その者は、人事委員会の定

めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において

当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

（１）・（２） ［略］

第１条の５ ［略］

（調整月額に順位を付す方法等）

第１条の６ 前条（第１条の４の規定により同条各号に定める職員

として在職していたものとみなされる場合を含む。）後段の規定

により退職した者が同一の月において２以上の職員の区分に属し
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ていたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職

員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに

属していたものとする。

２ ［略］

第１条の８ ［略］

（在職期間の通算）

第２条 条例第７条第５項に規定する人事委員会規則で定める者は

、次に掲げる者とする。

（１） 宮崎県において経費を負担する市町村立学校職員給与負担

法（昭和23年７月法律第 135号）第１条に規定する職員

（２） 前号以外の者で条例第19条第２項の規定の適用ある職員以

外の地方公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第 120号）第

81条の２第１項の規定により退職した者（同法第81条の３第１

項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来に

より退職した者を含む。）、地方公務員法第28条の２第１項の

規定により退職した者（同法第28条の３第１項の期限又は同条

第２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を

含む。）及びこれらに準ずる他の法令の規定により退職した者

並びに法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。）

（退職手当の支給手続）

第３条 条例第２条の４の規定による退職手当の支給を受けようと

する者（在職中の死亡又は退職した後死亡した場合を除く。）は

、退職手当支給申請書（１）（様式第１号）に次に掲げる書類を添

付して任命権者に提出しなければならない。

（１） 履歴書

（２） 退職所得の受給に関する申告書（所得税法（昭和40年法律

第33号）第39条第５項の規定によるもの）

（３） ［略］

２ 在職中の死亡又は退職した後死亡した場合には、退職手当支給

申請書（２）（様式第３号）に次に掲げる書類を添付しなければな

らない。

（１） 履歴書

（２）～（４） ［略］

（基本手当の日額）

第５条 条例第10条第１項に規定する基本手当の日額は、次条の規

定により算定した賃金日額に雇用保険法（昭和49年法律第 116号

）第16条の規定を適用して算定した金額とする。

（退職票の提出）

第９条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する

者（以下「受給資格者」という。）は、退職後速やかにその住所

又は居所を管轄する公共職業安定所（以下「管轄公共職業安定所

」という。）に出頭し、第７条の規定により交付を受けた退職票

を提出して求職の申込みを行い、管轄公共職業安定所の長から求

職の申込みをした日を証明する書類（以下「求職証明書」という

。）の交付を受け、その求職証明書及び退職票を知事に提出しな

ければならない。この場合において、当該者が第11条第４項に規

定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提

出しなければならない。

（基本手当に相当する退職手当の支給日）

第13条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は知事の指定

する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた

ていたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職

員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに

属していたものとする。

２ ［略］

第１条の７ ［略］

第２条 削除

（退職手当の支給手続）

第３条 条例第２条の４の規定による退職手当の支給を受けようと

する者（在職中の死亡又は退職した後死亡した場合を除く。）は

、退職手当支給申請書（１）（様式第１号）に次に掲げる書類を添

付して任命権者に提出しなければならない。

（１） 退職所得の受給に関する申告書（所得税法（昭和40年法律

第33号）第 203条に規定するもの）

（２） ［略］

（３） その他任命権者が必要と認める書類

２ 在職中の死亡又は退職した後死亡した場合には、退職手当支給

申請書（２）（様式第３号）に次に掲げる書類を添付しなければな

らない。

（１）～（３） ［略］

（４） その他任命権者が必要と認める書類

（基本手当の日額）

第５条 条例第10条第１項に規定する基本手当の日額は、次条の規

定により算定した賃金日額を雇用保険法（昭和49年法律第 116号

）第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用

して算定した金額とする。

（退職票の提出）

第９条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する

者（以下「受給資格者」という。）は、退職後速やかにその住所

又は居所を管轄する公共職業安定所（以下「管轄公共職業安定所

」という。）に出頭し、第７条の規定により交付を受けた退職票

を提出して求職の申込みを行い、管轄公共職業安定所の長から求

職の申込みをした日を証明する書類（様式第７号の２。以下「求

職証明書」という。）の交付を受け、その求職証明書及び退職票

を知事に提出しなければならない。この場合において、当該者が

第11条第４項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けている

ときは、併せて提出しなければならない。

（基本手当に相当する退職手当の支給日）

第13条 基本手当に相当する退職手当は、知事の指定する日に、そ

の前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。



宮 崎 県 公 報 平成 25年 ３ 月 12日（火曜日） 号外 第 ８ 号

害 3害

日の分を支給する。

（基本手当に相当する退職手当の支給手続）

第14条 条例第10条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者

は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職

業の紹介を求め、失業認定申告書（様式第11号）に受給資格証を

添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受け、そ

の書類を知事に提出しなければならない。

２ 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようと

するときは、条例第10条第１項の規定による退職手当に係る場合

にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第３項の

規定による退職手当に係る場合にあっては第９条に規定する求職

の申込みをした後に知事が指定する失業の認定を受けるべき日ご

とに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規

定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の

認定を受け、その書類を知事に提出しなければならない。

３ ［略］

（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等）

第22条の２ ［略］

２ 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の

支給を受けようとするときは、条例第10条第５項の規定による退

職手当に係る場合にあっては前条第１項において準用する第14条

第１項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第６項

の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第１項において

準用する第９条の規定による求職の申込みをした後に知事が指定

する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して

職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受

給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受け、その書類を知

事に提出しなければならない。

３ ［略］

（特例一時金に相当する退職手当の支給手続等）

第23条 ［略］

２ 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受け

ようとするときは、条例第10条第７項の規定による退職手当に係

る場合にあっては第22条第２項において準用する第14条第１項の

規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第８項の規定に

よる退職手当に係る場合にあっては第22条第２項において準用す

る第９条の規定による求職の申込みをした後に知事が指定する失

業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の

紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を

添えて提出した上、失業の認定を受け、その書類を知事に提出し

なければならない。

３ ［略］

（書類の経由）

第31条 ［略］

２ 前項の所属長は、第３条第１項及び第２項の退職手当支給申請

書を受理したときは、退職手当計算内訳書（様式第25号）を添付

して任命権者に送付しなければならない。

附 則

（差額の排除の対象外となるもの）

２ 条例附則第32項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額

は、第１条の８に規定する給料月額とする。

別表（第１条の６関係）

［略］

（基本手当に相当する退職手当の支給手続）

第14条 条例第10条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者

は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受

給資格証及び失業認定申告書（様式第11号）を提出して職業の紹

介を求め、相談証明を受領した後、知事にこれらの書類を提出し

て、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

２ 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようと

するときは、条例第10条第１項の規定による退職手当に係る場合

にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第３項の

規定による退職手当に係る場合にあっては第９条に規定する求職

の申込みをした後に知事が指定する日ごとに管轄公共職業安定所

に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に

受給資格証を添えて提出した上、相談証明を受領し、その書類を

知事に提出して、失業の認定を受けるものとする。

３ ［略］

（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等）

第22条の２ ［略］

２ 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の

支給を受けようとするときは、条例第10条第５項の規定による退

職手当に係る場合にあっては前条第１項において準用する第14条

第１項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第６項

の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第１項において

準用する第９条の規定による求職の申込みをした後に知事が指定

する日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年

齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出し

た上、相談証明を受領し、その書類を知事に提出して、失業の認

定を受けるものとする。

３ ［略］

（特例一時金に相当する退職手当の支給手続等）

第23条 ［略］

２ 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受け

ようとするときは、条例第10条第７項の規定による退職手当に係

る場合にあっては第22条第２項において準用する第14条第１項の

規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第８項の規定に

よる退職手当に係る場合にあっては第22条第２項において準用す

る第９条の規定による求職の申込みをした後に知事が指定する日

に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資

格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、相談

証明を受領し、その書類を知事に提出して、失業の認定を受ける

ものとする。

３ ［略］

（書類の経由）

第31条 ［略］

附 則

（差額の排除の対象外となるもの）

２ 条例附則第32項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額

は、第１条の７に規定する給料月額とする。

別表（第１条の５関係）

［略］

［略］ ［略］
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［略］

様式第１号（第３条関係）

様式第３号（第３条関係）

［略］

様式第１号（第３条関係）

様式第３号（第３条関係）

（表面）

（裏面）

［略］ ［略］

［略］

現 住 所

氏 名 魁

［略］

支払方法 本庁払、送金払（ ）

備考 送金払希望の場合は、受取銀行名、郵便局名等を記入

してください。

［略］

（郵便番号）

フリガナ

現 住 所

氏 名 魁

［略］

※ 支払方法（必要事項を記入してください。）

口座振替払

金融機関名（支店名）：

預金種類： 普通 当座 （該当す

る方に○をしてください。）

口座番号：

フリガナ

口座名義：

※ 原則、給与支給の口座を記載すること。もし、給与支

給の口座以外を希望する場合は、通帳の写しを添付する

こと。

［略］

年 月 日宮崎県 を退職した（氏名）に対する

退職手当を支給されるよう申請します。

［略］

本籍地

現住所

元職員との身分関係

氏 名 魁

［略］

支払方法 本庁払、送金払（ ）

備考 送金払希望の場合は、受取銀行名、郵便局名等を記入

してください。

［略］

年 月 日宮崎県 を退職した に対する

退職手当を支給されるよう申請します。

［略］

（郵便番号）

フリガナ

現住所

元職員との身分関係

氏 名 魁

［略］

※ 支払方法（必要事項を記入してください。）

口座振替払

金融機関名（支店名）：

預金種類： 普通 当座 （該当す

る方に○をしてください。）

口座番号：

フリガナ

口座名義：

※ 通帳の写しを添付してください。

※ 退職手当の支給を受ける御遺族が２人以上いる場合に

は、下記に必要事項を記入してください。

元職員との身分関係

氏 名

※ 支払方法（必要事項を記入してください。）

口座振替払
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様式第５号（第３条関係）

様式第６号（第７条関係）

（表面）

［略］

（裏面）

［略］

⑮欄には、退職した職員の退職時支給した一般の退職手当の

額を記載すること。

なお、説明欄には、予告を受けない退職者の退職手当を支

給した場合にはその額を、一般の退職手当を支給しなかっ

た場合にはその理由を記載すること。

［略］

様式第５号（第３条関係）

様式第６号（第７条関係）

（表面）

［略］

（裏面）

［略］

⑮欄には、退職した職員の退職時に支払った一般の退職手当

等の額を記載すること。

なお、説明欄には、一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分が行われた場合にはその旨を記載

すること。

［略］

金融機関名（支店名）：

預金種類： 普通 当座 （該当す

る方に○をしてください。）

口座番号：

フリガナ

口座名義：

※ 通帳の写しを添付してください。

元職員との身分関係

氏 名

※ 支払方法（必要事項を記入してください。）

口座振替払

金融機関名（支店名）：

預金種類： 普通 当座 （該当す

る方に○をしてください。）

口座番号：

フリガナ

口座名義：

※ 通帳の写しを添付してください。

［略］

元職員との身分関係

氏 名

［略］

現 住 所

氏 名 魁

現 住 所

氏 名 魁

現 住 所

氏 名 魁

現 住 所

氏 名 魁

［略］

元職員との身分関係 氏 名

［略］

現 住 所

氏 名 魁

現 住 所

氏 名 魁

［略］

円⑯退職時の

給料月額

説明

欄

円⑮退職時に支給された

退職手当

［略］

［略］

円⑯退職時の

給料月額

説明

欄

円⑮退職時に支払われた一

般の退職手当等の額

［略］

様式第７号の次に次の１様式を加える。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第８号（第10条関係）

（第１面）

［略］

（第２面及び第３面） （日本工業規格Ｂ列７）

注 意 事 項

１ この証は、基本手当に相当する退職手当を受けるために必

要なものであるから、第１面に書かれている受給期間満了年

月日までは大切に保管すること。もし、この証をなくしたり

、又は損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けるこ

と。

２ 基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするとき

は、あらかじめ管轄公共職業安定所にこの証を関係書類に添

えて提出し、失業の認定を受けた後、知事に提出すること。

３ 受給資格者は、第１面記載の「最初の失業認定日」に出頭

し、待期日数の間における失業の認定を受けること。

４～７ ［略］

８ 第１面に書かれている所定給付日数は、受給期間満了年月

日までの間に基本手当に相当する退職手当の支給を受けるこ

とができる最大限の日数である。

（第４面）

様式第８号（第10条関係）

（表面）

（裏面）

［略］

注 意 事 項

１ この証は、基本手当に相当する退職手当を受けるために必

要なものであるから、表面に書かれている受給期間満了年月

日までは大切に保管すること。もし、この証をなくしたり、

又は損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けること

。

２ 基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするとき

は、あらかじめ管轄公共職業安定所にこの証を関係書類に添

えて提出して職業の紹介を求めた後、知事に提出して、失業

の認定を受けること。

３ 受給資格者は、表面記載の「最初の失業認定日」に出頭し

、待期日数の間における失業の認定を受けること。

４～７ ［略］

８ 表面に書かれている所定給付日数は、受給期間満了年月日

までの間に基本手当に相当する退職手当の支給を受けること

ができる最大限の日数である。

［略］ ［略］

［略］ ［略］

様式第11号を次のように改める。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第14号の２（第20条の２関係）

（表面）

（日本工業規格Ｂ列７）

（裏面）

注 意 事 項

１ ［略］

２ 高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けようとする

ときは、あらかじめこの証を関係書類に添えて管轄公共職業

安定所に提出し、失業の認定を受けた後、知事に提出するこ

と。

３・４ ［略］

様式第15号（第21条関係）

（表面）

（日本工業規格Ｂ列７）

（裏面）

注 意 事 項

１ この証は、特例一時金に相当する退職手当を受けるために

必要なものであるから表面に書かれている受給期限日までは

大切に保管すること。もし、この証をなくしたり又は損傷し

たときは、速やかに申し出て再交付を受けること。

２ 特例一時金に相当する退職手当を受けようとするときは、

あらかじめこの証を関係書類に添えて管轄公共職業安定所に

提出し、失業の認定を受けた後、知事に提出すること。

３・４ ［略］

様式第15号の２（第22条関係）

（表面）

［略］

（裏面）

［略］

様式第16号（第22条関係）

（表面）

様式第14号の２（第20条の２関係）

（表面）

（裏面）

注 意 事 項

１ ［略］

２ 高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けようとする

ときは、あらかじめ管轄公共職業安定所にこの証を関係書類

に添えて提出して職業の紹介を求めた後、知事に提出して、

失業の認定を受けること。

３・４ ［略］

様式第15号（第21条関係）

（表面）

（裏面）

注 意 事 項

１ この証は、特例一時金に相当する退職手当を受けるために

必要なものであるから表面に書かれている受給期限日までは

大切に保管すること。もし、この証をなくしたり、又は損傷

したときは、速やかに申し出て再交付を受けること。

２ 特例一時金に相当する退職手当を受けようとするときは、

あらかじめ管轄公共職業安定所にこの証を関係書類に添えて

提出して職業の紹介を求めた後、知事に提出して、失業の認

定を受けること。

３・４ ［略］

様式第15号の２（第22条関係）

（表面）

［略］

（裏面）

［略］

様式第16号（第22条関係）

（表面）

［略］

所在地管轄公共職

業安定所 轄印名 称

［略］

［略］

所在地管轄公共職

業安定所 名 称

［略］

［略］

所在地管轄公共職

業安定所 轄印名 称

［略］

［略］

所在地管轄公共職

業安定所 名 称

［略］

［略］

［略］

公共職業安定所長 殿

取扱者印連絡事項※公共職業安定所

記載欄

［略］

［略］

宮崎県知事（氏名） 殿

取扱者印相談証明※公共職業安定所

記載欄

［略］

（該当のところへ○印を付け、必要な事柄を記載して下さい。）

就職又は就労をした月日を記載して下

さい。

ア し た

イ しない

① 失業の認定を

受けようとする

期間中に就職又

は就労をしまし

たか。

［略］

（該当のところへ○印を付け、必要な事項を記載してください。）

就職又は就労をした月日を記載してく

ださい。

ア し た

イ しない

① 失業の認定を

受けようとする

期間中に就職又

は就労をしまし

たか。
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［略］

（裏面）

［略］

様式第16号の２（第24条関係）

（表面）

［略］

［略］

（裏面）

［略］

様式第16号の３（第24条関係）

（表面）

［略］

［略］

（裏面）

［略］

様式第16号の２（第24条関係）

（表面）

［略］

［略］

（裏面）

［略］

様式第16号の３（第24条関係）

（表面）

［略］

（ア） 知人の紹介により求人者に面接

（求職の申込み）をした。（その月

日、事業所名、結果について具体的

に記載して下さい。）

（イ） 新聞広告により応募した。（そ

の新聞の名称、応募月日応募事業所

名、結果について具体的に記載して

下さい。）

（ウ） その他（具体的に記載して下さ

い。）

ア 探した② 失業の認定を

受けようとする

期間中に公共職

業安定所以外で

も引き続いて就

職先を探しまし

たか。

（その理由を具体的に記載して下さい

。）

イ 探さな

かった

［略］

［略］

公共職業安定所長 殿

取扱者印連絡事項※公共職業安定所

記載欄

（ア） 知人の紹介により求人者に面接

（求職の申込み）をした。（その月

日、事業所名、結果について具体的

に記載してください。）

（イ） 新聞広告により応募した。（そ

の新聞の名称、応募月日、応募事業

所名、結果について具体的に記載し

てください。）

（ウ） その他（具体的に記載してくだ

さい。）

ア 探した② 失業の認定を

受けようとする

期間中に公共職

業安定所以外で

も引き続いて就

職先を探しまし

たか。

（その理由を具体的に記載してくださ

い。）

イ 探さな

かった

［略］

［略］

宮崎県知事（氏名） 殿

取扱者印相談証明※公共職業安定所

記載欄

［略］ ［略］

［略］

［略］３ 職業に就い

た日等につ

いて記載し

てください

。

（記載に当たっ

ては裏面の注意

書きをよくお読

みください。）

イ 雇用年月日 平成 年 月 日［略］

(ア)定めなし 平成 年 月 日まで

(イ)定めあり （ 年 カ月）

ウ 雇用

期間

［略］

［略］

［略］

平成 年 月 日

［略］

［略］

［略］３ 職業に就い

た日等につ

いて記載し

てください

。

（記載に当たっ

ては裏面の注意

書きをよくお読

みください。）

イ 雇用年月日 年 月 日［略］

(ア)定めなし 年 月 日まで

(イ)定めあり （ 年 か月）

ウ 雇用

期間

［略］

［略］

［略］

年 月 日

［略］

［略］

［略］

平成 年 月 日

［略］

［略］［略］※処理

欄

次回申請日

平成 年 月 日支給決定年月日月 日まで

［略］

［略］

年 月 日

［略］

［略］［略］※処理

欄

次回申請日

年 月 日支給決定年月日月 日まで

［略］ ［略］

［略］ ［略］
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［略］

（裏面）

［略］

様式第17号（第24条関係）

（表面）

［略］

［略］

（裏面）

［略］

［略］

（裏面）

［略］

様式第17号（第24条関係）

（表面）

［略］

［略］

（裏面）

［略］

平成 年

月 日

④ 採用内定年月

日

平成 年

月 日

③ 雇入年月日

（事業開始年月日）

［略］

ア 定めなし 平成 年 月 日まで

イ 定めあり （ 年 カ月）

⑧ 雇

用期

間

［略

］

⑦ 賃

金月

額

［略］

平成 年 月 日

［略］

事

業

主

の

証

明

年

月 日

④ 採用内定年月

日

年

月 日

③ 雇入年月日

（事業開始年月日）

［略］

ア 定めなし 年 月 日まで

イ 定めあり （ 年 か月）

⑧ 雇

用期

間

［略

］

⑦ 賃

金月

額

［略］

年 月 日

［略］

事

業

主

の

証

明

［略］

［略］

平成 年 月 日

［略］

［略］［略］※処理欄

平成 年 月 日支給決定年月日

［略］

［略］

年 月 日

［略］

［略］［略］※処理欄

年 月 日支給決定年月日

［略］ ［略］

［略］

平成 年 月

日

④ 採用内定年

月日

平成 年 月

日

③ 雇入年月日

［略］

ア 定めなし 平成 年 月 日まで

イ 定めあり （ 年 カ月）

⑧ 雇

用期

間

［略

］

⑦ 賃

金月

額

［略］

平成 年 月 日

［略］

事

業

主

の

証

明

［略］

年 月

日

④ 採用内定年

月日

年 月

日

③ 雇入年月日

［略］

ア 定めなし 年 月 日まで

イ 定めあり （ 年 か月）

⑧ 雇

用期

間

［略

］

⑦ 賃

金月

額

［略］

年 月 日

［略］

事

業

主

の

証

明

［略］

［略］

平成 年 月 日

［略］

［略］

平成 年 月 日支給決定年月日円支給金額※処理欄

様式第25号を次のように改める。

様式第25号 削除

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（手続等に関する経過措置）

２ この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定によってされた届出、申請その他の手続は、この規則による改正

後の職員の退職手当に関する条例施行規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

［略］

［略］

年 月 日

［略］

［略］

年 月 日支給決定年月日円支給金額※処理欄
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